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    テーマ１ 税理士試験の概要 

１ 税理士試験の科目 

１ 税理士試験の全科目（全11科目） 

 

 

 

 

 

 

 

税理士試験の合格基準は、各科目ともに満点の60％（すなわち60点）とされていま

すが、出題されている問題の難易度やボリュームに関わらず、各科目の合格率はほぼ

毎年10～20％で安定しています。つまり、税理士試験は全受験者のうち上位10～20％

が合格する競争試験ということができます。 

 (1) 会計科目 

科 目 理 論 計 算 内      容 

簿 記 論 ―― 100点 
企業が行った取引をどのように会計帳簿に記

録するかを学習する科目 

財務諸表論 50点 50点 
株主等に報告するための財務諸表を作成する

までの考え方や約束事について学習する科目 

 (2) 税法科目 

科 目 理 論 計 算 内      容 

法 人 税 法 50点 50点 
会社の儲けに対して課される税金について定

めた法人税法の考え方を学習する科目 

所 得 税 法 50点 50点 
個人の儲けに対して課される税金について定

めた所得税法の考え方を学習する科目 

相 続 税 法 50点 50点 

財産が無償で個人から他の個人に渡った場合に

財産を取得した者に課される税金について定め

た相続税法の考え方を学習する科目 

酒 税 法 30点 70点 
アルコール飲料に対して課される税金について

定めた酒税法の考え方を学習する科目 
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科 目 理 論 計 算 内      容 

消 費 税 法 50点 50点 

商品の販売やサービスの提供などに対して課

される税金について定めた消費税法の考え方

を学習する科目 

固定資産税 50点 50点 

土地・家屋・償却資産等の固定資産に対して課

される税金について定めた地方税法という法

律の中の固定資産税編について学習する科目 

事 業 税 60点 40点 
事業活動を行う法人又は個人等に対して課さ

れる税金について学習する科目 

住 民 税 50点 50点 
所得のある個人及び法人等に対して課される

税金について学習する科目 

国税徴収法 100点 ―― 
国徴の徴収のみならず、地方税等の徴収のベー

スを学習する科目 

 （注）理論と計算の配点は、年度によって異なることがあります。 

●参 考 最近５年間の科目別合格率の推移 

 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 

簿 記 論 12.5％ 14.8％ 18.8％ 12.2％ 13.2％ 

財務諸表論 13.1％ 16.6％ 20.7％ 22.4％ 18.4％ 

法 人 税 法 12.6％ 12.5％ 12.6％ 12.4％ 12.4％ 

所 得 税 法 14.3％ 13.4％ 12.3％ 14.8％ 13.2％ 

相 続 税 法 13.9％ 11.6％ 12.8％ 11.7％ 12.9％ 

酒 税 法 12.3％ 12.3％ 12.4％ 11.8％ 13.0％ 

消 費 税 法 12.3％ 13.7％ 12.4％ 11.8％ 10.3％ 

固定資産税 10.5％ 12.2％ 17.0％ 13.7％ 14.8％ 

事 業 税 11.9％ 17.1％ 9.9％ 12.0％ 13.5％ 

住 民 税 16.2％ 16.5％ 16.5％ 12.2％ 8.7％ 

国税徴収法 12.1％ 13.3％ 13.6％ 12.9％ 13.2％ 
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２ 税理士試験の特徴 

１ 科目選択制度 

税理士試験は全11科目から５科目を選択し、５科目合格を達成することで税理士試

験の合格となります。試験科目の選択には、下記の表で示すような必須科目・選択必

須科目等の制約もありますが、自分自身の将来像に合わせた科目選択を行うことがで

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１） 法人税法と所得税法はどちらか１科目を必ず合格しなければなりませんが、

両方を受験し、合格科目とすることもできます。 

（注２） 消費税法と酒税法は、どちらか１科目しか選択できません。 

（注３） 事業税と住民税は、どちらか１科目しか選択できません。 

 

２ 科目合格制度 

科目合格制度とは、１科目ずつ受験することができ、１度合格した科目は生涯有効

になる制度です。つまり、１度の受験で５科目すべてに合格する必要はなく、毎年少

しずつ合格科目を積み重ねることにより、複数年かけて５科目合格を達成すればよい

のです。例えば１年に１科目ずつ受験し、確実に合格を積み重ねれば５年で税理士に

なる資格を取得することができます。 

また、就職や転職にあたり科目合格の段階でも評価されるため、５科目そろってい

なくても、一つでも多くの科目を合格している状態が有利に働くメリットがあります。 

会計科目 税法科目 

財

務

諸

表

論 

簿

記

論 

法

人

税

法 

所

得

税

法 

相

続

税

法 

消

費

税

法 
酒

税

法 

固

定

資

産

税 

事

業

税 

住

民

税 

国

税

徴

収

法 

必 須 

 

選択必須 選 択 

  



  

  

＜ＴＡＣ＞無断複写・複製を禁じます 

－ 4 － 

    テーマ２ 消費税法の科目の特徴 

１ 消費税法は実務に直結する重要税目である 

消費税法は、税理士試験の税法科目の中で最も受験者数が多く、毎年１万人以上の人

が勉強している人気の高い試験科目の一つです。それは、実務において重要だから！と

言われます。 

では、具体的に実務においての消費税の特徴をいくつか挙げてみます。 

 

１ 税理士試験の中でも特に実務に直結する科目である 

実務上、法人及び個人事業者の会計処理をすべて複式簿記にて行いますが、その際

に、一つ一つの各取引に消費税が課税されるか否か（もっと言ってしまえば、免税か、

非課税か、不課税か）を、日々判断できなければ消費税を計算することはできません。 

会計事務所に勤めたその日から消費税法の知識が必要となってきます。 

２ 課税対象となる者が法人だけでなく個人事業者も含まれることから申告件数が一番

多い 

消費税は、利益（儲け）に課税するものではないため、赤字の事業者であっても申

告をすることとなります。 

 

消費税法の実務上の重要性がお分かりいただけたと思います。きっと、実務での活躍

を考えている方が多いことでしょう。いつの日か消費税法を本気で学習しなければなな

らないということです。今後、さらなる消費税率アップが予定されていますが、思い立

ったが吉日、早めに着手して最新の知識を習得し、ぜひ自信をもって実務の世界に羽ば

たいていただきたいです。 

 

２ 消費税法の学習に向いている人 

消費税法は、ボリューム的には、法人税法、所得税法、相続税法に比べて少なく、短

時間で受験レベルに達することが可能です。したがって、仕事との両立、家庭との両立、

他の科目との両立などを目指す方に向いている科目であると言えます。 

なお、学習を始めるにあたって、簿記の知識としては、簿記３級レベルが必要になっ

ています。 
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３ 出題形式・出題傾向 

１ 本試験のボリューム及び難易度 

以前の計算問題については、納付税額を合わせられる年も多く、ほぼ時間内に解き

終わるボリュームで出題されていましたが、近年は、難易度の高いものやボリューム

の多いものが出題される傾向にあります。全体としては、時間内に解き終わらない問

題傾向になっています。 

２ 出題形式・出題傾向 

(1) 第一問（理論問題 50点） 

一題については「個別理論」、もう一題については「個別理論」を組み合わせた問

題や、具体的な事例が与えられる「事例問題」が出題される傾向にあります。 

(2) 第二問（計算問題 50点） 

損益計算書を基にした総合計算問題が１題出題されるパターンが続いていました

が、第60回（平成22年度）、第64回（平成26年度）、第65回（平成27年度）の試験で

は、総合計算問題に加えて個別問題が出題され、２問形式の出題でした。 

内容的には、毎年新たな論点が多少出題されますが、授業や問題集等で出題され

た範囲内で解答できれば十分合格点を取ることが出来ます。 

 

したがって、授業に休まず出席して、ＴＡＣの教材をしっかりこなした人から順

に合格していくという傾向にあると言えます。 

 

４ 本試験の過去の受験者数、合格者数及び合格率 

  
 受験者数 合格者数 合格率 

第57回（平成19年度） 11,144人 1,130人 10.1％ 

第58回（平成20年度） 10,773人 1,428人 13.3％ 

第59回（平成21年度） 10,857人 1,344人 12.4％ 

第60回（平成22年度） 10,987人 1,353人 12.3％ 

第61回（平成23年度） 10,891人 1,490人 13.7％ 

第62回（平成24年度） 10,730人 1,328人 12.4％ 

第63回（平成25年度） 10,912人 1,288人 11.8％ 

第64回（平成26年度） 9,713人 1,001人 10.3％ 
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 テーマ３ 消費税法のコース概要／フォロー制度 

 

１ コースの概要 

  ＴＡＣでは、初学者向けのコースとして、レギュラーコースと年内完結コースがあり 

 ますが、ここでは、レギュラーコースを紹介いたします。 

 １ レギュラーコースの概要 

   レギュラーコースは、９月から４月までの８カ月間の学習期間を設けて、じっくり 

  と実力を養成していく、税理士試験初挑戦の方におすすめのスタンダードコースです。 

   具体的には、テキスト類は、計４冊あり、各月ごとに３回の講義と１回の実力テス 

  トを行い、講義の回ではミニテスト（前回の講義内容についての確認テスト）を毎回 

  実施します。また、実力テストでは、各月の学習内容に関する確認問題を出題します。 

 ２ レギュラーコースのメリット 

  ⑴ 無理のないカリキュラムで、一定のペースで学習を進めていくことができます。 

  ⑵ 主要な論点につき２回転方式（テキスト№１・№２は基礎項目中心、№３・№４ 

   は応用項目中心で学習）でカリキュラムを組んでいるため、段階を踏んで学習を進 

   められます。 

  ⑶ 理論暗記の方法、計算問題の解法講義、電卓の利用方法などをテキストに収録し 

   ていますので、税法が初めての方でも安心して学習を進められます。 

 

２ フォロー制度 

 ＴＡＣのフォロー制度を利用することにより、すでに開講しているコースに合流でき 

たり、これからスタートするコースでも安心して受講を進められます。 

 １ 追っかけフォロー 

  教室講座の開講日が過ぎてしまったコースについては、すでに教室講座で行った講

義を個別ＤＶＤ講座（無料）で受講し、教室講座の講義日程に追いついたところから

教室クラスに出席することができます。 

 ※ 個別ＤＶＤ講座は教室講座に合流後より、有料（￥500／１講義）となります。 
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２ Ｗｅｂフォロー標準装備 

  同一コースの講義をＷｅｂ通信でフォロー受講できるシステムです。講義の復習・

要点整理・弱点補強などに効果的です。教室講座合流以降も引き続き利用することが

でき、スマートフォンやタブレット端末で受講できます。 

３ 音声ダウンロードフォロー標準装備 

  いつでも生講義を収録した音声ファイルをダウンロードできるので、講義の欠席フ

ォローや復習にも使えます。ポータブルプレーヤーに音声ファイルをダウンロードす

ることで、持ち運びできる効果の高いサポートシステムです。 

４ 質問電話・質問メール 

  学習上の疑問点は、分からないままにせず、解決することが大切です。ＴＡＣでは

夜の設定では21時まで質問電話を受付けています。なお、質問はメールでも可能です。

メールであれば24時間対応ですので、利便性も抜群です。いつでも講師が皆さんの学

習をサポートします。 

５ スクーリング 

  通信メディアをお申し込みされた方は、受講期間中は月１～２回の割合で教室にて

無料受講できます。普段は自宅で学習をされている方も定期的に教室で受講をするこ

とによって、講師に相談できるなどモチベーションアップにつながります。 

 

 

３ 月別学習プラン 

 上記１で紹介しましたレギュラーコースを、今から〝追っかけ〟ましょう！始める時 

 期によりますが、週２で視聴すれば、№３テキストからは通常の教室講座に合流でき 

 ます。 

  具体的プランは次のページのとおりです。 

 

  



① 9/5(土) 9/8(火) 9/9(水) 9/10(木) 9/11(金) 9/12(土) 9/13(日) 9/12(土) ① 10/20(火) 10/27(火) 11/3(火) 11/10(火) 11/17(火) 11/24(火)

② 9/12(土) 9/15(火) 9/16(水) 9/17(木) 9/18(金) 9/19(土) 9/20(日) 9/18(金) ② 10/23(金) 10/30(金) 11/6(金) 11/13(金) 11/20(金) 11/27(金)

③ 9/19(土) 9/22(火) 9/23(水) 9/24(木) 9/25(金) 9/26(土) 9/27(日) 9/29(火) ③ 10/27(火) 11/3(火) 11/10(火) 11/17(火) 11/24(火) 12/1(火)

④ 9/26(土) 9/29(火) 9/30(水) 10/1(木) 10/2(金) 10/3(土) 10/4(日) 10/3(土) ④ 10/30(金) 11/6(金) 11/13(金) 11/20(金) 11/27(金) 12/4(金)

⑤ 10/3(土) 10/6(火) 10/7(水) 10/8(木) 10/9(金) 10/10(土) 10/11(日) 10/10(土) ⑤ 11/3(火) 11/10(火) 11/17(火) 11/24(火) 12/1(火) 12/8(火)

⑥ 10/10(土) 10/13(火) 10/14(水) 10/15(木) 10/16(金) 10/17(土) 10/18(日) 10/17(土) ⑥ 11/6(金) 11/13(金) 11/20(金) 11/27(金) 12/4(金) 12/11(金)

⑦ 10/17(土) 10/20(火) 10/21(水) 10/22(木) 10/23(金) 10/24(土) 10/25(日) 10/24(土) ⑦ 11/10(火) 11/17(火) 11/24(火) 12/1(火) 12/8(火) 12/15(火)

⑧ 10/24(土) 10/27(火) 10/28(水) 10/29(木) 10/30(金) 10/31(土) 11/1(日) 10/31(土) ⑧ 11/13(金) 11/20(金) 11/27(金) 12/4(金) 12/11(金) 12/18(金)

① 10/31(土) 11/3(火) 11/4(水) 11/5(木) 11/6(金) 11/7(土) 11/8(日) 11/7(土) ① 11/17(火) 11/24(火) 12/1(火) 12/8(火) 12/15(火) 12/22(火)

② 11/7(土) 11/10(火) 11/11(水) 11/12(木) 11/13(金) 11/14(土) 11/15(日) 11/14(土) ② 11/20(金) 11/27(金) 12/4(金) 12/11(金) 12/18(金) 12/25(金)

③ 11/14(土) 11/17(火) 11/18(水) 11/19(木) 11/20(金) 11/21(土) 11/22(日) 11/21(土) ③ 11/24(火) 12/1(火) 12/8(火) 12/15(火) 12/22(火) 12/29(火)

④ 11/21(土) 11/24(火) 11/25(水) 11/26(木) 11/27(金) 11/28(土) 11/29(日) 11/28(土) ④ 11/27(金) 12/4(金) 12/11(金) 12/18(金) 12/25(金) 1/1(金)

⑤ 11/28(土) 12/1(火) 12/2(水) 12/3(木) 12/4(金) 12/5(土) 12/6(日) 12/5(土) ⑤ 12/1(火) 12/8(火) 12/15(火) 12/22(火) 12/29(火) 1/5(火)

⑥ 12/5(土) 12/8(火) 12/9(水) 12/10(木) 12/11(金) 12/12(土) 12/13(日) 12/12(土) ⑥ 12/4(金) 12/11(金) 12/18(金) 12/25(金) 1/1(金) 1/8(金)

⑦ 12/12(土) 12/15(火) 12/16(水) 12/17(木) 12/18(金) 12/19(土) 12/20(日) 12/19(土) ⑦ NO.2第6回より
教室講座に合流 12/15(火) 12/22(火) 12/29(火) 1/5(火) 1/12(火)

NO.2第7回より
教室講座に合流

① 12/26(土) 1/5(火) 1/6(水) 1/7(木) 1/8(金) 1/9(土) 1/10(日) 1/9(金) No.3 ① 1/15(金)

② 1/9(土) 1/12(火) 1/13(水) 1/14(木) 1/15(金) 1/16(土) 1/17(日)

No.3
第2回より教室
講座に合流

③ 1/16(土) 1/19(火) 1/20(水) 1/21(木) 1/22(金) 1/23(土) 1/24(日)

④ 1/23(土) 1/26(火) 1/27(水) 1/28(木) 1/29(金) 1/30(土) 1/31(日)

⑤ 1/30(土) 2/2(火) 2/3(水) 2/4(木) 2/5(金) 2/6(土) 2/7(日)

⑥ 2/6(土) 2/9(火) 2/10(水) 2/11(木) 2/12(金) 2/13(土) 2/14(日)

⑦ 2/13(土) 2/16(火) 2/17(水) 2/18(木) 2/19(金) 2/20(土) 2/21(日)

11/23(月）～
11/29（日）

週2回のペースで受講スタート
（火・金の週2回で受講した場合）

→週末の2コマ受講や平日と週末に1回ずつ受講するなど何曜日に受講するかは自由に決めてください！

NO.3第1回より教室講座に合流

10/26(月）～
11/1(日）

土クラス 日クラス

学習スタートの
タイミング（例）

9月入学レギュラーコース　教室講座日程

水クラス 木クラス

消費税法

土クラス
（収録クラス）

消費税法はボリュームが少ない科目であるため、これから【週2回】の受講ペースで進めることで、早ければ年内に9月入学コースからスタートされている方に追いつくこと
ができます。そして、1月からは【週１】の受講ペースになりますので、現在他の科目を学習されている方もそれほど負担になることはありません。早めに実務で使用頻度の
高い消費税法にチャレンジして、税理士試験突破を目指しましょう。

Ｎ
ｏ
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１

Ｎ
ｏ
．
2

テ
キ
ス
ト

回
数

火クラス

個別DVD
Web・音声DL

視聴・
配信開始日

金クラス

Ｎ
ｏ
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10/19(月）～
10/25（日）

Ｎ
ｏ
．
１

テ
キ
ス
ト

回
数

11/2(月）～
11/8（日）

11/9(月）～
11/15（日）

11/16(月）～
11/22（日）

Ｎ
ｏ
．
3

※No.3-8回目以降の講義については、12月刊行予定の【1～4月日程表】をご確認ください。

これから受講をスタートしても間にあう！ 
消費税法 追っかけ受講プラン 

レギュラーコース消費税法 受講日程・学習スケジュール（例） 

－ 8 － 

     ＜ＴＡＣ＞無断複写・複製を禁じます 

教室講座に合流するまでの 
個別DVDフォローの利用は無料♪ 

Webフォロー・音声DLフォロー標準装備！ 
週2回の受講はご自宅や通学・通勤時間中でも可能♪ 

年内にあまり時間が取れない方は、 
1月からスタートする速修コースを選択しましょう！ 



  

  

＜ＴＡＣ＞無断複写・複製を禁じます 

－ 9 － 

４ 他の科目との並行学習の方法 

 計画を立てること、これが最も重要なことです。 

 税理士試験は長丁場ですので、「学習の継続」こそ合格のカギといえます。また、消費 

税法と他の科目の計２科目を合格レベルまでもっていくためには、計画的・規則的に学 

習を行う必要があります。そのためには、「週間（習慣？）スケジュール表」を作成し、 

それに基づいて実行していくのが一番効率的です。これを作成する上で、下記の事項を 

考慮してください。 

１ 優先順位を考えて、無理のないスケジュールを 

  無理な学習計画を立てたせいで、志半ばで挫折してしまう方も少なくありません。 

 したがって、生活の中での優先順位を考えて、ゆとりをもったスケジューリングを心 

 がけましょう。週間スケジュール表作成にあたっては、次の順序で埋めていくとよい 

 でしょう。 

 ⑴ コアタイム（睡眠、食事、移動、就業時間、大学講義、ＴＡＣ講義等）を記入 

 ⑵ 各科目ごとの復習する時間を記入 

 ⑶ 余った時間はフリータイム（完全休息日を設ける等、必ず息抜きする時間を設け 

  る） 

２ 生活リズムを朝型にシフトする 

  合格者の中には「生活リズムを朝型にして、学習時間を確保した。」という方がたく 

 さんいらっしゃいます。夜の疲れ切った頭より、朝のすっきりした頭で学習した方が 

 効率的だからというのが理由です。短い時間ではありますが、時間が制約される分、 

 かえって集中することになり、効率的に学習できます。 

３ 復習するタイミング 

 ⑴ 講義を受けたらすぐ復習 

   学習内容を確実に身につけるには、講義を受けたすぐ後に復習するのが大変効果 

  的です。まさに、「鉄は熱いうちに打て！」です。 

 ⑵ 計算は毎日学習 

   計算の知識は、反復練習が大変効果的です。30分だけの日があってもかまいませ 

  ん。毎日学習しましょう。 

 ⑶ 理論は、移動時間も利用 

   これも合格者の体験談ですが、「細切れの時間を有効利用した。」という事をよく 

  耳にします。中でも移動時間はその代表例です。理論は暗記が学習の中心になりま 

  すので、暗記用の教材を常に携帯していれば、いつでもどこでも学習することがで 

  きます。時間を上手に使い、効率良く学習して下さい。 

 



  

  

＜ＴＡＣ＞無断複写・複製を禁じます 

－ 10 － 

４ 学習すべき内容を事前に決めておく 

  「計算問題を10題解こう！」とか「理論１題を必ずマスターしよう！」というよう 

 に、学習内容を事前に決めて、それをノルマとして学習しましょう。その方が集中力 

 が高まりますし、達成感を味わうことでモチベーションも高まります。この小さな目 

 標をコツコツ達成していけば、最後には大きな目標も達成できます。まさに「ちりも 

 積もれば山となる」です！ 

 



  

  

＜ＴＡＣ＞無断複写・複製を禁じます 

－ 11 － 

●参 考 １週間のスケジュール 

 

 １ モデルプラン（社会人で簿記論と消費税法を履修する場合） 

 

睡  眠 睡  眠 睡  眠 睡  眠 睡  眠 睡  眠 
睡  眠 

復習(簿記) 復習(消費) 復習(消費) 復習(簿記) 復習(消費) 復習(簿記) 

自  由 自  由 自  由 自  由 自  由 
自  由 

自 由 

移動(暗記) 移動(暗記) 移動(暗記) 移動(暗記) 移動(暗記) 

会 社 会 社 会 社 会 社 会 社 

移動(暗記) 

講 義 

(簿 記) 

休 憩 

講 義 

(簿 記) 

休 憩 

移動(暗記) 移動(暗記) 移動(暗記) 移動(暗記) 移動(暗記)  

復習(簿記) 自  由 
講 義 

(消 費) 

自  由 自  由 
講 義 

(消 費) 復習(簿記) 
復習(消費) 復習(消費) 

復習(簿記) 復習(簿記) 復習(消費)  

復 習 

(予備) 
自  由 

移動(暗記) 
自  由 自  由 

移動(暗記) 移動(暗記) 

自  由 自  由 自  由 

睡  眠 睡  眠 睡  眠 睡  眠 睡  眠 睡  眠 睡  眠 

※ 移動時間、お昼休み等の細切れの時間を利用し消費税法の理論を暗記する。 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 

6:00 

8:00 

10:00 

12:00 

14:00 

16:00 

18:00 

20:00 

22:00 

0:00 

2:00 

4:00 
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－ 12 － 

 ２ あなたの学習プランは？ 
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6:00 

8:00 
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月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 



  

  

＜ＴＡＣ＞無断複写・複製を禁じます 

－ 13 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｑ税法が初めてで心配なのですが、大丈夫でしょうか？ 

 Ａご安心ください！税法が初めてであれば、特に理論が不安かと思います。 

  消費税法という科目は、税法が初めての方が多いということを踏まえ、 

講義を展開して参ります。また、各種教材においても常に意識して作成しております。 

  理論については、「暗記方法」をはじめ「理論答案記入上の注意点」等をテキストに

収録しています。 

  計算についても、合格のカギとなる総合計算問題の解法講義があります。「総合計算

問題答案記入上のポイント」や「電卓使用方法」を必要に応じてテキストに収録して

います。 また、消費税法はクラス設定が豊富であることも利点です。欠席時には関

東を中心に主要拠点では他の校舎に振替えることもできます（ＷＥＢによるフォロー

等もあります。詳細はＰ.７２２及び３参照）ので、しっかり学習すれば欠席時にも

落ちこぼれることはありません。 

  ですから、安心して学習を進められます。我々ＴＡＣ消費税法講師全員で皆様を合格

までバックアップさせていただきます。一緒に頑張りましょう！！  



（48）

本試験問題 TAC予想問題
〔第一問〕
　問１．次の各問に答えなさい。
　　⑵ 　非課税となる国内取引のうち、税の性絡から課税対象とする

ことになじまないものを簡潔に述べなさい。
　　　 　また、「課税売上割合」の計算方法、及び「課税売上割合」

の計算上、上記非課税となる国内取引について、注意すべき点
を述べなさい。

　泫　１ 　非課税となる国内取引の解答に当たっては、消費税法施行
令に定める事項については、触れる必要はなく、例えば消費
税法別表第１第１号で規定する非課税取引は「土地の譲渡、
貸付け」、同法別表第１第２号で規定する非謀税取引は「有
価証券、支払手段の譲渡」のように簡潔に記載する。

　　　２ 　「課税売上割合」の計算方法の解答に当たっては、適宜算
式を用いることとして差し支えない。

●実力完成答練　第３回〔第一問〕
　問１　次の各問に答えなさい。
　　⑴ 　消費税法第30条第２項（同法第30条第１項が適用されない場

合の計算規定）第１号に規定する「個別対応方式」について述
ベなさい。

　　　 　また、同法第30条第６項（同条各項における用路の定義規定）
に規定する「課税期間における課税売上高」の意義及び「課税
売上割合」の意援について述ベなさい。

●実力完成答練　第４回〔第一問〕
　問１ 　消費説法施行令第48条第１項に規定する課税売上割合につい

て述べるとともに、次の取引を行った場合における課税売上割
合の計算上の取扱いについて簡潔に述べなさい。

　　⑴　金銭債権の譲渡
　　⑵　国債の譲渡
　　泫 　⑴及び⑵の取引は、国内において行われる資産の譲渡等のう

ち別表第一に掲げるもの（非課税取引） に該当するものとする。

〔第一問〕
　問２ 　次の⑴～⑶の各問について、選択欄から正解を１つ選んで、

その理由を述べなさい。また、消費税の計算に当たり注意すべ
き点があればそれについても述べなさい。

　　⑵ 　当社は、国外の石油化学プラントの建設工事における技術的
な指導、助言、監督に関する業務契約を国内の建設集者と３ 
千万円で締結しました。

　　　 　この技術的な指導等は、当該建設業者に対して国外の建設工
事現場で行うものです。

　　　 　また、石油化学プラントの建設資材の大部分は国内で調達さ
れます。

　　　 　この場合の業務契約に係る取引について、消費税法令の適用
関係はどのようになりますか。

　　　＜選択欄＞
　　　　課税取引　非課税取引　免税取引　左記以外（不課税取引）

●全国公開模試〔第一問〕
　問１ ⑵ 　次の取引が国内取引に該当するかどうか理由を付して述

べなさい。
　　　　 ⑨ 　内国法人Q社（国外に支店等を有していない。）は、内

国法人Ｒ社（国外に支店等を有している。）と海外で行う
プラント建設工事について技術的な指導、助言、監督に
関する業務契約を締結した。

　　　　 　 　なお、当該役務の提供は、R社に対して国外で行われ
ており、このプラント建設工事の資材の大部分は国内で
調達されている。

　　　　　 　この場合にQ社が行うこれらの役務の提供について。
　　　　 泫 　当該役務の提供は、消費税法施行令第６条第２項第６

号《専門的な科学技術に関する知織を必要とする調査等
の役務の提供場所》に規定する甲社の専門的な技術の提
供に核当する。

〔第一問〕問２
　　⑶ 　当社は、 国外から家具を輸入して国内で販売しています。当

社は、輸入先国には事務所は設けていないのですが、輸入品の
代金決済のために、輸入先国の銀行（日本国内に支店はない。） 
に預金口座を開設し、外貨預金を持っています。

　　　 　この外貨預金から生ずる利息に係る取引について、消費税法
令の適用関係はどのようになりますか。

　　　＜選択欄＞
　　　　課税取引　非課税取引　免税取引　左記以外（不課税取引）

●直前予想答練　第２回〔第一問〕
　問２ 　国内に本店を有する甲株式会社（国外に支店等を有していな

い。以下「甲社」という。）は、衣料品の製造販売を行う法人
であるが、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの当課
税期間（事業年度）において、外国法人乙社（国内に支店等を
有していない。以下「乙社」という。）と次のイからホの取引
を行っている。

　　　 　これらの取引に関する甲社における消費税の取扱いについ
て、その理由を示して簡潔に述べなさい。

　　ホ 　甲社は、当課税期間に乙社が有している貸付債権1,000,000円
（乙社が外国法人丁社（国内に支店等を有していない。）に対し
て有する貸付債権）を900,000円で譲受けている。これに伴い、
甲社は当課税期間において丁社より当該貸付債権の弁済額
1,000,000円を収受した。

〔第二問〕問１
　　＜損益計算書に関する付記事項＞
　　⑴　「売上高」の内訳は、次のとおりである。
　　　①　印刷売上 395,200,000円
　　　②　上記①のうち平成25年９月30日までに締結した請負契約に
　　　　基づく売上高 34,512,000円
　　　③　インターネットにおけるフォトアルバム売上 10,429,900円

●合格情報〔第二問〕問１　
　＜損益計算書に関する付記事項＞
　　⑴　「売上高」の内訳は、次のとおりである。
　　　①　甲社が製造した産業用機械の国内における売上高
 335,732,100円
　　　　 　上記金額には、A株式会社（以下「A社」という。）との

間で締結した請負契約（契約日：平成25年９月13日、着工日：
平成26年６月１日、引渡日：平成27年４月30日）に基づく売
上高32,000,000円が含まれている。

　　　②　国内の事業者から仕入れた商品の国内における売上高
 119,582,700円
　　　③　甲社が製造した産業用機械の輸出免税の対象となる売上高
 100,536,000円

〔第二問〕問１
　⑸ 　｢福利厚生費」の内訳は、次のとおりである。
　　①　社会保険料及び労働保険料の事業主負担分 6,170,000円
　　②　社内の慶弔規程に基づき現金で支出した香典、
　　　見舞金等の慶弔費 450,000円
　　③　社内の表彰規程に基づき永年勤続者に対して贈呈した
　　　記念品の購入代金 250,000円
　　④　従業員慰安のための国内旅行費用（運転手への心づけ
　　　10,000円を含む。） 210,000円

●補助問題　第２回〔第二問〕
　⑾　｢福利厚生費」の内訳は、次のとおりである。
　　① 　従業員慰安のための国内旅行費用　425,200円（この金額に

は、バス運転手への心付け10,000円、入湯税2,500円が含まれて
いる。）

消 費 税 法

　⑸ 　｢福利厚生費」の内訳は、次のとおりである。
　　①　社会保険料及び労働保険料の事業主負担分 6,170,000円
　　②　社内の慶弔規程に基づき現金で支出した香典、
　　　見舞金等の慶弔費 450,000円
　　③　社内の表彰規程に基づき永年勤続者に対して贈呈した
　　　記念品の購入代金 250,000円
　　④　従業員慰安のための国内旅行費用（運転手への心づけ
　　　10,000円を含む。） 210,000円

　⑾　｢福利厚生費」の内訳は、次のとおりである。
　　① 　従業員慰安のための国内旅行費用　425,200円（この金額に

は、バス運転手への心付け10,000円、入湯税2,500円が含まれて
いる。）
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